
１．件名：日本原燃株式会社六ヶ所再処理施設における二国間原子力協定に基づ

く核燃料物質の国籍管理の実施に係る面談 

２．日時：平成３１年４月２５日（木）１６：００～１７：００ 

３．場所：原子力規制庁 ６階大会議室 

４．出席者 

原子力規制庁 放射線防護グループ 放射線防護企画課 保障措置室 

石井首席査察官、筒井室長補佐、中島査察官、株木査察官、佐藤（学）査

察官、松田室長補佐 

日本原燃株式会社 燃料製造建設所 保障措置グループリーダー 他１名 

５．要旨 

日本原燃株式会社より、六ヶ所再処理施設における二国間原子力協定に基づ

く核燃料物質の供給当事国管理（国籍管理）に係る相談があった。前回（４

月１２日）の相談内容をさらに詳しく保障措置室内関係者に説明してもらう

場とした。それに対し、原子力規制庁より国際規制物資の使用等に関する規

則に則った国籍管理をするよう改めて伝え、日本原燃株式会社は、引き続き

さらなる検討を進めることとなった。 

６．配付資料 

なし 


